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【年通号数】公開・登録公報2016-011
【出願番号】特願2015-556160(P2015-556160)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  33/48     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ   33/48     　　　Ｂ
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【手続補正書】
【提出日】平成29年1月20日(2017.1.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　血液サンプルを受けるためのリザーバー部を規定する第一端と第二端と少なくとも一つ
の内壁とを有し、前記リザーバーは、ファクターＸＩ阻害剤と、ファクターＸＩＩ阻害剤
と、カリクレイン阻害剤と、これらの組み合わせとのうちの少なくとも一つを含むトロン
ビン生成のための接触経路を阻害するのに効果的な分量の添加剤と、抗凝固剤とを含むも
のである、血液又はその成分を採集及び安定化するための装置。
【請求項２】
　滅菌かつ減圧されたチューブであり、さらに針で貫通可能な蓋を含み、任意選択的にさ
らにセパレーターを含む、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記添加剤はファクターＸＩ阻害剤を含み、該阻害剤は抗ヒトＦＸＩ抗体であり、また
は、前記添加剤はカリクレイン阻害剤を含み、該カリクレイン阻害剤はアプロチニンであ
り、および、前記添加剤はファクターＸＩＩ阻害剤を含み、該ファクターＸＩＩ阻害剤は
コーントリプシンである、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記添加剤は、抗ヒトＦＸＩ抗体と、コーントリプシンとから成るグループから選ばれ
る少なくとも一つの他の阻害剤と、アプロチニンとの組み合わせを含む、請求項１に記載
の装置。
【請求項５】
　前記接触経路阻害添加剤は、乾燥した形態である、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記抗凝血剤はクエン酸ナトリウムである、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　血液又は血液成分を含む組成物を、リザーバー部を規定する第一端と第二端と少なくと
も一つの内壁とを有する装置に導入することを含み、前記リザーバーは、抗凝血剤と、フ
ァクターＸＩ阻害剤と、ファクターＸＩＩ阻害剤と、カリクレイン阻害剤と、これらの組
み合わせとのうちの少なくとも一つを含む接触経路阻害添加剤とを含み、接触経路阻害添
加剤は、トロンビン生成のための接触経路の阻害に効果的な量存在している、血液を安定
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化する方法。
【請求項８】
　前記組成物は、採血された血液サンプルおよび多血小板血漿（ＰＲＰ）のうちの１つで
ある、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記接触経路阻害添加剤は、ファクターＸＩ阻害剤およびファクターＸＩＩ阻害剤の少
なくとも１つを含み、該ファクターＸＩ阻害剤はヒト抗ファクターＸＩ抗体であり、該フ
ァクターＸＩＩ阻害剤はコーントリプシンである、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記接触経路阻害添加剤は、ファクターＸＩ阻害剤と、ファクターＸＩＩ阻害剤と、カ
リクレイン阻害剤との組み合わせを含み、前記カリクレイン阻害剤は、ファクターＸＩ阻
害剤及びファクターＸＩＩ阻害剤の上流で血液又は血液組成物と接触するように配置され
ている、請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　前記カリクレイン阻害剤はアプロチニンである、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　血液又は血液成分を含む組成物を、血液又は血液成分を含む血液組成物を受け取るため
のリザーバー部を規定する第一端と第二端と少なくとも一つの内壁とを有する装置に導入
し、該リザーバーは、ファクターＸＩ阻害剤と、ファクターＸＩＩ阻害剤と、カリクレイ
ン阻害剤と、これらの組み合わせとの中の少なくとも一つを含むトロンビン生成のための
接触経路を阻害する添加剤と、抗凝固剤とを含み、前記ファクターＸＩ阻害剤は、抗ヒト
ＦＸＩ阻害剤であり、前記カリクレイン阻害剤は、トロンビン生成のための接触経路を阻
害するために効果的な濃度のアプロチニンである、インビトロ分析のために血液を取り扱
う方法。
【請求項１３】
　血液又は血液成分を含む組成物の採集装置を少なくとも一つ含むキットであって、前記
装置は、血液又は組成物を受けるためのリザーバー部を規定する第一端と第二端と少なく
とも一つの内壁とを有し、該リザーバーは、ファクターＸＩ阻害剤と、ファクターＸＩＩ
阻害剤と、カリクレイン阻害剤と、これらの組み合わせとの中の少なくとも一つとを含む
トロンビン生成のための接触経路を阻害する添加剤と、任意選択的にクエン酸ナトリウム
である抗凝固剤とを含み、前記ファクターＸＩ阻害剤は抗ヒトＦＸＩ阻害剤であり、前記
カリクレイン阻害剤は、トロンビン生成のための接触経路を阻害するために効果的な濃度
のアプロチニンであり、前記添加剤は、乾燥した形態であることが好ましい、キット。
【請求項１４】
　滅菌かつ減圧されたチューブであり、さらに針で貫通可能な蓋を含み、および、任意選
択的に、さらにセパレーターを含む、請求項１３に記載のキット。
【請求項１５】
　前記添加剤は、ファクターＸＩ阻害剤、カリクレイン阻害剤およびファクターＸＩＩ阻
害剤の少なくとも１つを含み、該阻害剤は抗ヒトＦＸＩ抗体であり、該カリクレイン阻害
剤はアプロチニンであり、該ファクターＸＩＩ阻害剤はコーントリプシンである、請求項
１３に記載のキット。
【請求項１６】
　前記添加剤は、抗ヒトＦＸＩ抗体とコーントリプシンとから成るグループの中から選択
された少なくとも一つの他の阻害剤と、アプロチニンとの組み合わせを含む、請求項１３
に記載のキット。
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